
 

３．調査内容 
 

 施工前のコウモリ類の調査は、予備調査段階とコウモリ相調査段階、生態調査段階の三

つの段階に分けられる(表Ⅱ.3.1)。予備調査段階では、文献調査や聞き取り調査、現地概査

を実施し、後の現地調査の実施を判断するための情報収集に力点をおく。コウモリ相調査

段階では調査地に生息するコウモリ種を把握し、希少コウモリ類の生息確認を目的とする。

生態調査段階では調査地における希少コウモリ類の昼間のねぐらの利用状況および環境、

夜間の休息場所、採餌場所、ねぐらから採餌場所までの移動経路、餌となる昆虫の状況な

どの把握を目的とする。図Ⅱ.3.1 に施工前における予備調査段階から生態調査段階までの

進め方を、また各調査段階における基準となる工程表を表Ⅱ.3.2 に示した。実際の調査業

務では個々の事業の地域性や性格によって調査期間、時期、回数、項目などの設定が変わ

ってくる。したがって一律に、調査の必要年数は決められない。事業ごとにコウモリ類の

生態に詳しい専門家・研究者等の意見を参考に調査を進めていくことが重要である。図

Ⅱ.3.1(調査の進め方)や表Ⅱ.3.2(工程表)で示した必要年数はあくまで目安であり、各地の事

例や情報を積み重ねて議論していく必要がある。 
 

表Ⅱ.3.1 施工前の各調査段階における調査項目と目的 
段階 調査項目 目的 

①文献調査 

②聞き取り調査 

③ねぐら探索調査 

予備調査段階 

④バットディテクター(以下 B.D.)

による入感状況調査 

コウモリ類の生息状況についての

既往情報を整理する。予備的に現

地概査(調査項目③、④)を実施し、

コウモリ相調査段階に進むかの判

断基準を得るための情報を収集す

る。 

⑤昼間のねぐら調査 

⑥ナイトルースト調査 

コウモリ相調査

段階 

 
⑦かすみ網等による捕獲調査 

調査地に生息するコウモリ類の種

を把握し、希少コウモリ類の生息

を確認する 

⑧重要な位置づけにあるねぐらの

利用状況調査 

⑨標識装着調査(標識-再捕獲調査)

⑩ねぐら内環境調査 

⑪飛翔通路調査 

⑫餌資源量調査 

生態調査段階 

⑬行動圏調査(ﾗｼﾞｵﾃﾚﾒﾄﾘｰ法) 

調査地における希少コウモリ類の

ねぐらの利用状況、移動状況およ

びねぐら内環境、夜間の休息場所、

採餌場所、ねぐらから採餌場所ま

での移動経路、餌となる昆虫の状

況などを把握する。 
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    図Ⅱ.3.1 希少コウモリ類および重要ねぐらを対象とした調査の進め方 

    （施工前の予備調査～生態調査段階） 

・かすみ網等による捕獲記録
・死体拾得情報等

③ねぐら探索調査

・地形図、地質図を元に探索

・ねぐらが見つかりやすい落葉期
(1回以上）

③ねぐら探索調査

・地形図、地質図を元に探索

・ねぐらが見つかりやすい落葉期
(1回以上）

④B.D.入感状況調査

・ｺｳﾓﾘ類の生息の有無(簡易な方法で種は特定できない)
活動期（年２回以上） (ex. ７．８月の毎月１回)

ねぐら情報なし

予備調査場所選定に反映

ねぐら確認

予備調査
段階
(１年)

⑤昼間のねぐら調査

・昼間のねぐらでの捕獲

1.出産・哺育期(6～8月頃)
2.分散・移動期(9～11月頃)
3.越冬期 (12～３月頃)
4.春コロニー形成期

(4～5月頃)
の年４回以上

・夜間の一時的な
休息場の把握

ﾅｲﾄﾙｰｽﾄ情報があ
る場合や現地の状
況を見て実施を判断

する(越冬期を除く)

⑦かすみ網等による捕獲調査

・夜間の採餌場、飛翔通路での捕獲

活動期（５～10月)に年４回以上実施。

４年目以降はアドバイザー、および環
境検討委員会等がいままでの調査結
果を評価をしたうえで調査継続の必
要性を判断する。

・洞穴・樹洞等ねぐら情報

①文献調査 ②聞き取り調査

・地形図
・植生図

・林齢図
・地質図等

・洞穴・樹洞等ねぐら情報

①文献調査 ②聞き取り調査

・地形図
・植生図

・林齢図
・地質図等

生息場所の予想

重要なねぐら、
希少ｺｳﾓﾘ類が確認されず

１年間実施して
もB.Dへの入感

がなく、ｺｳﾓﾘが
捕獲されず

事業実施検討事業実施検討

重要なねぐらが
確認される、また
はそこで希少ｺｳ
ﾓﾘが捕獲される。

飛翔中の捕獲場所
＝断片的な採餌場情報

100頭以上の大規模な

コロニが確認された場合

⑩ねぐら内環境調査(●年)

ｺｳﾓﾘ相
調査段階
(2～3年

程度)

・ｺｳﾓﾘのねぐら内環境の把握

各位置づけのねぐらについて
環境測定器(データロガ)を設

置し通年計測する。

生態調査
段階
(2年以上)

餌場に対する調査

⑫餌資源量調査(●年間)

・餌場での餌資源生産
能力の現状評価

ｺｳﾓﾘが捕獲された場所
において、定量的手法
による飛翔昆虫を採集
する。可能な場合は糞
も分析。
活動期(年４回以上)
実施

⑬行動圏調査(●年)
・餌場の利用状況の
把握

テレメトリー法（捕獲ｺ
ｳﾓﾘに発信機を装着
し、電波の受信状況
をもとに行動を追跡
する)
活動期(年４回以上)
実施

ねぐらへの影響予測 飛翔通路への影響予測 餌場への影響予測

・ねぐらから餌場への
飛翔通路把握

ねぐら周辺で目視お
よびB.D.で主要な飛

翔通路の位置を確認
する。
活動期（年４回以上）
実施。

⑪飛翔通路調査
(●年)

飛翔通路に対する調査

・ねぐらから餌場への
飛翔通路把握

ねぐら周辺で目視お
よびB.D.で主要な飛

翔通路の位置を確認
する。
活動期（年４回以上）
実施。

⑪飛翔通路調査
(●年)

飛翔通路に対する調査
ねぐらに
対する調査

ねぐら情報あり

⑥ﾅｲﾄﾙｰｽﾄ調査

調査対象地域に複数
のねぐらがある場合

希少ｺｳﾓﾘ類が
捕獲される

ねぐら確認
されず

B.D.入感あり

⑧重要なねぐらの利用状況
調査(●年)
・ねぐら利用状況の経年変化

ｺｳﾓﾘの生活史上、重要な位置付け
にあるねぐらについての利用状況
（利用形態、個体数など）を調査す
る・四季、年４回以上実施

・ねぐら間の移動状況の把握

ｺｳﾓﾘに標識装着し、複数の
ねぐらを季節的に巡回調査す
る。ねぐら間の移動状況を確
認し、調査対象地域における
ねぐらの位置づけの明確化。

⑨標識装着調査(●年)

B.D.入感なし

地形的に実施可能で、対象種が
発信器装着可能な種の場合

飛翔通路の位置と改変区
域との関係を考慮

１．餌場でのｺｳﾓﾘの利用状況と改変区域の関係を考慮
２．餌資源生産能力について現状評価し、改変後の環境
から予測される生産能力と比較検討する。1.ねぐら位置と改変区域との関係

2.ねぐら周辺の環境変化とねぐら内

部環境への影響の関係を考慮

重要なねぐらの可能性検討
(専門家等へのヒアリング)

希少ｺｳﾓﾘ類生息の可能性検討
(専門家等へのヒアリング)

基準以下 基準を満たす基準以下基準を満たす 事業実施検討

希少ｺｳﾓﾘ類が
捕獲されず

１年間実施して
ｺｳﾓﾘのねぐら
利用や痕跡が
確認されず

生態調査計画の立案 (施工内容や施工時期などを考慮)
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年
　
月
　
　

　
　
調
査
項
目

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月
1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

備
　
　
考

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月
1
1
月
1
2
月

1
月

2
月

3
月

備
考

①
文
献
調
査

②
聞
き
取
り
調
査

③
ね

ぐ
ら
探
索
調
査

④
B
.D

.に
よ
る
予
備
調
査

⑤
昼
間
の
ね
ぐ
ら
調

査

①
南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘの

場
合

は
冬

期
で
も
活

動
す

る
種

も
い
る
た
め
、
冬

期
の
調
査
も
計
画
に
入
れ
る
。

②
予

備
調

査
段

階
、
コ
ウ
モ
リ
相

調
査

段
階

を
通

じ
て
、
コ
ウ
モ
リ
の
生

息
記

録
、
有

力
な

ね
ぐ
ら
情

報
、
B
.D
.の

入
感

な
ど
が
全

く
無

く
、
か
す

み
網

等
に
よ
る
捕

獲
も
な
い
場

合
は

そ
れ
ら
の
結
果
を
も
っ
て
影
響
評
価
に
移
る
。

⑥
ナ
イ
ト
ル
ー
ス
ト
調
査

南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘの

場
合

は
冬

期
で
も
活

動
す

る
種

も
い
る
た
め
、
冬
期

の
調
査
も
計
画
に
入
れ
る
。

⑦
か
す
み
網
等
に
よ
る
捕
獲
調
査

南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘの

場
合

は
秋

期
、
冬

期
で
も
活

動
性

が
高

い
種

も
い

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
時
期
の
調
査
も
計
画
に
入

れ
る
。

⑧
重

要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
ね
ぐ
ら
の
利
用
状

況
調

査

出
産

・
保

育
ね

ぐ
ら
、
越

冬
ね

ぐ
ら
、
越

冬
前
の
中
継
ね
ぐ
ら
な
ど
コ
ウ
モ
リ
の
生

活
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ

る
ね
ぐ
ら
に
絞
っ
て
利
用
状
況
を
調
査

す
る
。

⑨
標

識
装
着
調
査
(標

識
-
再
捕
獲
法
)

重
要

な
位

置
づ

け
に
あ
る
ね
ぐ
ら
で
、

1
0
0
個
体
以
上
の
大
規
模
な
ｺ
ﾛ
ﾆ
ｰ
が
確

認
さ
れ
た
場
合
に
実
施
す
る
。
そ
の
場

合
「
⑧
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
ね
ぐ
ら

の
利
用
状
況
調
査
の
調
査
」
と
並
行
実

施
し
、
こ
の
調

査
で
標

識
装

着
し
た
個

体
の
再
捕
獲
作
業
は
⑧
の
調
査
時
期
に
実

施
す

る
。

⑩
ね

ぐ
ら
内
環
境
調
査

重
要

な
位

置
づ

け
に
あ
る
ね
ぐ
ら
で
環

境
測
定
器
（
デ
ー
タ
ロ
ガ
）
を
設
置
し
内

部
環
境
（
温
度
・
湿
度
)の

連
続
測
定
。

年
変
動
が
あ
る
た
め
３
年
間
程
度
デ
ー

タ
を
収
集
す
る
。

⑪
飛
翔
通
路
調
査

①
重
要
な
位
置
づ
け
に
あ
る
ね
ぐ
ら
で

1
0
0
個
体
以
上
の
大
規
模
な
ｺ
ﾛ
ﾆ
ｰ
が
確

認
さ
れ
た
場

合
に
実

施
す

る
。

②
南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘ

の
場

合
は
晩

秋
期

、
冬

期
で
も
活

動
性

が
高
く
飛
翔
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
、
こ

れ
ら
の
時
期
の
調
査
も
計
画
に
入
れ
る
。

⑫
餌
資
源
量
調
査

南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘの

場
合

は
晩

秋
期

、
冬

期
で
も
採

餌
す

る
場
合
が
あ
る
た
め
、
冬
期
の
調
査
も
計

画
に
入
れ
る
。

⑬
行

動
圏

調
査

(ﾗ
ｼ
ﾞｵ
ﾃ
ﾚ
ﾒ
ﾄﾘ
ｰ
法

）

南
西
諸
島
に
生
息
す
る
小
型
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘの

場
合

は
晩

秋
期

、
冬

期
で
も
採

餌
す

る
場
合
が
あ
る
た
め
、
冬
期
の
調
査
も
計

画
に
入
れ
る
。

そ の 他
調

査
技

術
の
進

歩
が
あ
り
、
そ
の
新

技
術

を
採

用
す

る
こ
と
に
よ
り
調

査
精

度
の
向

上
が
見

込
ま
れ
る
場

合
は
調

査
項

目
を
追

加
す

る
。

：
1
0
0
個
体
以
上
の
大
規
模
な
ｺ
ﾛ
ﾆ
ｰ
が
確
認
さ
れ
た
ね
ぐ
ら
が
あ
る
場
合
に
実
施
。

：
調

査
対

象
地

域
が
南

西
諸

島
の
場

合
の
秋

期
・
冬

期
の
調

査
の
実

施
：
調

査
の
実

施
(南

西
諸

島
以

外
)

ｺ
ｳ

ﾓ
ﾘ

相 調 査 段 階 生 態 調 査 段 階

後
の
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘ相

調
査

段
階

で
も
随

時
、
情
報
収
集
に
努
め
る

備
　
　
考

後
の
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘ相

調
査

段
階

で
も
随

時
、
情
報
収
集
に
努
め
る

後
の
ｺ
ｳ
ﾓ
ﾘ相

調
査

段
階

で
も
随

時
、
情
報
収
集
に
努
め
る

調 査 段 階 予 備 調 査 段 階

平
成
○
年
度
（
１
年
程
度
）

平
成
○
～
○
年
度
（
２
～
３
年
程
度
）

生
態

調
査

段
階

平
成
○
～
○
年
度
（
２
年
以
上
）

表
Ⅱ

.3
.2

 　
各

調
査

段
階

に
お

け
る

基
準

と
な

る
工

程
表

（
表

中
の

調
査

実
施

時
期

は
一

般
的

な
例

で
あ

り
、

事
業

ご
と

に
現

地
の

ｺ
ｳ

ﾓ
ﾘ
の

生
活

史
や

生
態

に
詳

し
い

専
門

家
・
研

究
者

に
助

言
・
指

導
を

仰
ぐ

必
要

が
あ

る
。

）

予
備

調
査

段
階

コ
ウ
モ
リ
相

調
査

段
階

コ
ウ

モ
リ
相

調
査

段
階

を
経

て
、

環
境

 

検
討

委
員
会

等
で

相
把

握
が

十
分

と
認

 

め
ら

れ
た
場

合
、

生
態

調
査

段
階
へ

移
 

行
す

る
。

 

 

調
査
結

果
を
反
映

、
 

次
の
段

階
へ
行
く

か
検
討

 

調
査

結
果
を

反
映

、
 

次
の

段
階

へ
行

く
か

検
討
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